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第９回大月市教育委員会定例会 会議録 

 

・ 開催日時     令和４年１１月１７日（木曜日） 

         午後３時３０分から午後４時３０分 

 

・  開催場所     市役所第２庁舎３階会議室 

 

・ 出席委員     宇野誠教育長、鈴木英夫教育長職務代理者、野尻正人委員 

白須康子委員、山崎亜由子委員、矢光重敏委員 

 

・ 出席職員     奈良教育次長兼学校教育課長、坂本社会教育課長 

           上條こどもの学び支援担当リーダー 

          藤本学校づくり担当リーダー 

 

・ 傍聴人      な し 

 

 

 〔会 議〕 

１ 開会 

【教育長開会宣言】 

 

２ 会議録の承認 

  職員が、令和４年度第８回教育委員会定例会会議録を朗読し、一部修正の後、承

認された。 

 

３ 教育委員会報告 

  教育長から、令和４年１０月２７日から令和４年１１月１７日までの教育委員会

活動が報告された。 

 

４ 議事 

 

議案第１７号 代替教員内申について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕上條こどもの学び支援担当リーダー 

 

【原案どおり決定】 

 

議案第１８号 就学指定学校変更・区域外就学について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕上條こどもの学び支援担当リーダー 

  

【原案どおり決定】 

 



 

2 

 

 議案第１９号 令和５年度指導主事共同設置運営費（予算）について 

 〔説明〕奈良教育次長 

  資料 別紙１をご覧ください。 

はじめに、指導主事でありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１８条に基づきまして、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関す

る専門的事項の指導に関する事務に従事することとなっています。本市におきまし

ては、上野原市、丹波山村、小菅村の、２市２村で共同設置し、執務場所を富士・

東部教育事務所内として、県費負担教員１名が配置されています。一昨年までは２

名配置となっていましたが、昨年からは１名の配置となっています。 

さて、指導主事の活動予算としましては、「大月市外１市２村指導主事共同設置

規約」第５条第１項において、大月市の予算に計上すること、また同条第２項に、

負担金の額及び交付の時期は、関係市村の教育委員会の意見を聞いて、関係市村の

長が、その協議により決定することと、規定されています。令和５年度の予算額と

しましては、資料の一番上の表のとおり、合計で１，２５２千円として算定したと

ころであり、必要な経費内訳は、指導主事に積算していただきました。また、教科

書改訂年度となりますが、見本教科書を利用するため、学習指導書の購入予定はあ

りません。よって、昨年と同額となっています。 

次に、負担金としましては、以下の表のとおり、関係市村の児童・生徒数を元に

市村ごとに算出したところであり、一番下の表の一番右の欄が各市村の負担金予算

額となります。 

  なお、規約により、構成市村の教育委員会に諮っていただくため、この負担金算

定に係る文書を関係市村に送付いたしました。本市につきましては、本日、この教

育委員会において承認をいただきたく、審議をお願いいたします。 

  説明は、以上です。 

 

   【原案どおり承認】 

 

 議案第２０号 令和５年度大月市外２村設置通級指導教室運営費（予算）について 

 〔説明〕奈良教育次長 

  次の資料をご覧ください。 

  通級指導教室につきましては、言語障害等に対応するため、大月市、丹波山村、

小菅村の１市２村の共同で、大月東小学校と大月東中学校に設置しています。現在

は、小学校４.５名、中学校２名の県費負担教員で対応しており、この通級指導教

室に要する経費は「大月市外２村言語障害等通級指導教室設置協議会規約」第６条

第１項において、大月市の予算に計上すること、また第２項において負担金額及び

納入時期は、該当市村の教育委員会の意見を聞いて関係市村の長が、その協議によ

り決定することと規定されております。 

さて、令和５年度の予算額でありますが、学校からの予算要求や校長等のヒアリ

ングを基に、資料のとおり小学校分と中学校分を算出いたしました。小学校分につ

いては全体で２千円の増額、次のページの中学校分については、３万の減額となっ

ています。各市村の負担金額も小学校分と中学校分それぞれについて、均等割及び

児童・生徒数割で算定しています。 

なお、大月市の小学校児童数は、幼稚園・保育園の年長児も通級指導教室の対象

としていますので、その人数を加算しています。小学校・中学校の各市村の負担金
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予算額は、それぞれのページの一番下の表の一番右の欄の額になります。 

なお、規約により、丹波山村と小菅村には、教育委員会に諮っていただくため、

この負担金算定に係る文書を送付いたしました。本市につきましては、本日、この

教育委員会において、承認をいただきたく、審議をお願いいたします。 

  説明は、以上です。 

 

   【原案どおり承認】 

 

５ その他 

（１）令和４年度末人事異動に関わるヒアリングの実施について 

 〔説明〕奈良教育次長 

  例年のことですが、数回のヒアリングを行うこととなります。現在、山梨県教育

委員会からの日程が示されておりませんので、本日は、概要のみのお知らせとなり

ます。 

まず、事前ヒアリングとして、大月市教育委員会が、市内各小中学校長を対象に、

人事要望を聞くためのヒアリングを行います。昨年は、１月１７日（月）に市役所

での実施となりましたので、今年度は、１月１６日（月）ごろが想定されます。 

次に、南都留の合同庁舎で、市教委から県教委に対し、要望してくるヒアリング

としまして、第１回が１月下旬ごろ、第２回が２月の上旬ごろ、実施されます。 

そして、県教委から市教委に対して、要望に対しての返答が、３月上旬に第３回

目、第４回目として実施されます。 

計５回のヒアリングとなりますが、教育委員の皆様のご出席をお願いします。 

なお、具体的な日程は、来週の学校訪問でお会いする際には、ご案内できると考

えておりますので、ご承知いただくと共に、都合により欠席となる場合など、随時、

ご相談いただきたいと思います。 

以上です。 

 

 宇野教育長 

  １点補足をさせていただきます。 

  学校長の要望を聞くためのヒアリングは、市役所で行い、この定例会のように密

をさけての実施が可能ですので、教育委員の皆様にご参加いただきたいと思ってい

ます。 

ただ、南都留合同庁舎で行うヒアリングに関しては、昨年度はちょうど新型コロ

ナウイルスオミクロン株が流行した時期で、県教委の方から人数を制限されたとい

う経緯があります。その時は、校長経験のある鈴木教育長職務代理者と野尻委員に

一緒に行っていただいたのですが、今年度も同様の要請があった場合は、学校関係

の経験者ということで、またそのお二人に行っていただくということでご了解をい

ただけますようお願いしたいと思います。 

 

   【了知】 

 

（２）令和４年度山梨県市町村教育委員会連合会秋季研修会について 

 〔説明〕藤本学校づくり担当リーダー 

  秋季研修会につきましては、コロナ感染の状況を踏まえ、YouTubeによる動画配
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信となりました。資料の２枚目にありますＵＲＬ、もしくはＱＲコードを使ってい

ただきまして、配信期間が１１月７日から１２月２３日となっておりますので、そ

の期間にご視聴いただけますようお願いいたします。 

また、お手元に置かせていただきました封筒の中に、研修会のレジュメとアンケ

ートを用意させていただきました。県へのアンケートの提出が１１月３０日となっ

ていますので、もし、それまでに視聴してご意見等ありましたら、教育委員会まで

お届けいただけますようお願いします。 

  以上になります。 

 

   【了知】 

 

（３）大月市駅伝競走大会について 

 〔説明〕坂本社会教育課長 

  はじめに、先ほど封筒をお渡しさせていただきましたが、大月市駅伝競走大会が、

成功裡に開催できるよう教育委員の皆様方には、本大会の顧問にご快諾をいただき

たくよろしくお願いします。 

コロナ禍以前は、大会の開閉式に参加をしていただきましたが、今回は、新型コ

ロナウイルス感染症対策のため行わないことを決定しておりますので、ご理解をお

願いします。 

第５９回目になります大月市駅全競走大会は、コロナ禍における開催方法を協議

して来たところ、令和５年１月１５日(日)、午前１０時３０分市役所前をスタート、

大月東中学校ゴールのコースで区間を１区から５区にして開催いたします。 

なお、広報おおつき１２月号及び大月市ホームページ等で周知をおこなっていき

ますが、大会への申し込み期間を１２月１日(木)から１２月９日(金)までおこない、

申込みチ－ム数を４０チ－ムに絞って開催いたしますので、ご承知おきください。 

説明は、以上となります。 

 

   【了知】 

 

（４）その他 

 

・１２月２６日（月）午前１０時００分から、令和４年度第１０回教育委員会定例会

を開催することを確認。 

 

 

６ 閉会 

   【教育長閉会宣言】 

 


